
平川市シティプロモーションロゴマーク取扱要領 

 

１ 趣旨 

  この取扱要領は、平川市シティプロモーションロゴマーク（以下、ロゴマーク）を使

用する場合の取扱いに関し、必要な事項に関して定めるものとする。 

 

２ ロゴマーク 

   ロゴマークの仕様は、別図のとおりとする。 

 

３ ロゴマークの権利 

   ロゴマークに関する一切の権利は、平川市に属する。 

 

４ 使用の条件 

   ロゴマークは、平川市への愛着や誇りを高めるとともに、平川市のイメージや知名度

を高めることを目的に使用することができる。 

 

５ 使用の届出 

平川市への届出は原則不要とする。ただし、グッズの販売等に使用する場合は、事前 

に平川市シティプロモーションロゴマーク使用届（別記様式）により届け出るもの 

とする。 

 

６ 使用の遵守事項 

   次に該当する場合は使用できないこととする。 

   （１）平川市の品位を傷つける、又は傷つける恐れがある場合 

   （２）法令あるいは公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合 

（３）特定の個人、政党または宗教団体を支援し、又は支援していると誤解を与える 

おそれがある場合 

 

７ 使用の禁止事項 

   次に掲げることを禁止する。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。 

   （１）ロゴマークの一部を省略したり、変更して使用すること 

（２）別図仕様に指定した色以外を使用すること 

（３）縦・横の比率を変えて使用すること 

   （４）上下・反転・左右にして使用すること 

（５）書体を変えて使用すること 

（６）ロゴマークに他の文字やデザインを重ねて使用すること 

（７）ロゴマークの文字部分の配置を変更して使用すること 

    



８ 使用料 

   ロゴマークの使用料は、無料とする。 

 

９ 使用の中止 

   市長は、要領を遵守せずにロゴマークを使用している場合は、使用の中止を求めるこ 

とができる。 

 

10 使用責任 

   ロゴマークの使用にあたり、事故又は損失が生じた場合、市は一切責任を負わない。 

 

11 その他 

   この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要領は、平成２９年１１月２１日から適用する。 

（別図） 
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 【色指定】 
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ロゴマーク２ カラー         ロゴマーク２ モノクロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【色指定】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 背景色（   ）にあたる部分は自由に色を変えて使用できることとする。 

※ 背景色を変更し、文字の判別が困難な場合は、白抜きでの利用を可とする。 

 

 

【参考】カラーバリエーション 
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（別記様式） 

年  月  日 

 

平川市シティプロモーションロゴマーク使用届 

 

平川市長 様 

 

届出者  住所   

                   氏名（団体名）            ㊞ 

      代表者 

      連絡先 

 

 

平川市シティプロモーションロゴマーク取扱要領に基づき、次のとおり届け出ます。 

なお、使用に際しては同要領を遵守します。 

 

記 

 

使用目的  

使用方法  

使用商品等  

使用期間   

使用場所  

備考  

※使用する商品等の見本（イメージ図等）を必ず添付してください。 

 

 


